
　
　①　保存樹等の所有者であること。
　②　砺波市散居景観保全事業補助金交付要綱第４条に規定する
　　    交付の対象地域以外の地域であること。（下記一覧表のとおり）
　③　本市の市税を滞納していないこと。　
　
※砺波市保存樹等保全事業補助金の交付対象地域一覧表
     

　
　※補助金の申請が予算を超える場合は、申請箇所を確認し、優先的に
　　  枝打ち等の管理が必要な箇所を選定させていただきます。
　　　（専門家の方と現地確認等）

砺波市保存樹等保全事業補助金の概要

　保存樹等の枝打ち及び間伐にかかる費用の一部を助成し保存樹等の良好な
維持管理を促進することにより、都市の美観風致を維持し健全な環境の維持及
び向上に寄与することを目的とする。

補助対象者及び交付対象地域

目的

○補助対象経費
　　
　　保存樹等の枝打ち及び間伐に要する費用
　　ただし、枝打ち及び間伐後の清掃及び廃棄物
　　としての処理費用は除く。（生け垣は対象外）

○補助率

　　当該費用の２分の１。ただし、１件あたり１０万円
　　を限度とし、同一保存樹等の補助は４年に１回を
　　超えないものとする。 

補助対象経費及び補助率

　
　
　　　
　　
　　
 

補助金交付の通常の流れ

①補助金の交付申請書（様式第１号）
　 を市へ提出
（添付書類）
　・収支予算書（様式第２号）
　・見積書の写し
　・位置図、現況写真
　・市税等納付（納入）状況確認承諾書
　・その他市長が必要と認める書類

②補助金の交付箇所の選定
　※ 申請が予算を超える場合は、優先
　　   順位を選定
　・専門家の方と現地確認等

③補助金の交付決定
　※・市から申請者へ補助金交付決定
　　　 通知書（様式第３号）を通知

④枝打ち・間伐を実施
　※実施前、実施後の写真を必ず撮って
　　  おいてください。（同じ位置から）　　

⑤実績報告書（様式第６号）を市へ提出
　※事業完了後、すみやかに提出
（添付書類）
　・収支決算書（様式第２号）
　・完了写真（実施前、実施後）
　・領収書　

⑥補助金の交付実績審査
　※事業が適正に行われたかを審査

⑦補助金の確定
　※市から申請者へ補助金確定通知書
       （様式第７号）を通知

⑧請求書を市へ提出
　※振込指定口座情報を記入し提出

⑨指定口座へ支払い

担当課：農地林務課
ＴＥＬ：0763-33-1433

地区名

庄下

五鹿屋

東野尻

鷹栖

林

油田

南般若

柳瀬

栴檀野

栴檀山

東山見

青島

雄神

補助対象地域

一番町、春日町、緑ケ丘、桜木町、新町、杉木町、川原町、木舟町、東町、中町、南町、

三島町、西町、旭町、末広町、上町、山王町、信開一番町、永福新町

矢木住宅、東矢木住宅、高道住宅

となみ野五番街

苗加東町、苗加みなみ台、苗加中央団地

１７区、鷹栖東町、新鷹台町

新栄町、杉木台団地

雇用促進住宅、新千代

にれの木台

花みずき台、柳瀬千柳

市谷

全域

全域

中之島第１、中之島第２、東部、中部、西部、新栄町、青島新町

全域

出町


